令和８年度（2026年度）料理人と連携した県産食材消費拡大緊急支援事業費補助金
審査会設置・開催要領

（目的）
第１条　この事業は、原油・原材料価格及び輸送費の高騰による影響を大きく受けている県内の農林畜水産事業者等を支援するため、県内外の「食」への関心が高い消費者等を対象とした食のイメージ向上と県産食材の消費拡大イベントの開催等の県内の農林畜水産業者と料理人が連携したコンソーシアムによる取組みを支援することにより、県産品の認知度向上やさらなる消費拡大を図る取組みに対する補助事業の円滑な推進のため、審査会を設置する。

（会議内容）
第２条　審査会は、前条の目的を達成するため、申請事業者が提出した事業計画書等の事業計画内容の審査を行う。

（会議の組織及び任期）
第３条　審査会の議長及び委員は、別表の職にある者を以て構成する。
２　熊本県農林水産部流通アグリビジネス課長は審査会を総括する。
３　議長が必要であると認める場合は、別表の構成員以外の者を委員に任命し審査会に参加させることができる。その場合の任期は、任命を受けた日からその年度の３月末日までとする。
４　審査会の事務局は、熊本県農林水産部食のみやこ推進局流通アグリビジネス課に置く。

（開催）
第４条　審査会は、必要に応じ議長の指示を受けて事務局が委員を召集する。なお、委員を招集しない場合は、委員が書面により事業計画内容の審査を行うことにより、審査会の開催に代えるものとする。
２　議長及び委員（以下「議長等」という。）は別紙審査票の基準により事業計画内容の審査を行うこととする。
３　審査及び補助事業者の選定
・　審査会では、事業計画書の内容を以下の表に定める審査の視点に基づき審査し、１位を選定した選考委員の多い申請事業者を本事業の採択者として選定する。
・　選考委員の持ち点は各１００点とし、合計点は１００点×５人＝５００点とする。また、最低基準を５０点×５名＝２５０点とし、全ての申請者が最低基準に満たなかった場合は、採択なしとして二次公募を行う。
・　１位を選定した選考委員が同数であった場合、得点の高い企画から順に採択者、次点者を決定する。さらに同点の場合は、選考委員の多数決により決定する。


（代理出席）
第５条　議長等が審査会に出席できない場合は、議長等と同程度の知識と見識を有する者を代理として出席させることができる。

（秘密保持）
第６条　議長等及び事務局員は、職務上知り得た秘密を他に開示・漏洩してはならない。


　附　則
（施行期日）
　この要領は、令和８年（２０２６年）　月　　日から施行する。

（別　表）
	職名
	所属・役職

	議　長
	熊本県農林水産部食のみやこ推進局流通アグリビジネス課長

	委　員
	熊本県農林水産部食のみやこ推進局流通アグリビジネス課　審議員

	委　員
	熊本県観光文化部国内観光推進課 国内観光班長

	委　員
	熊本県農林水産部食のみやこ推進局流通アグリビジネス課　地産地消班長

	委　員
	熊本県食のみやこ推進局付　主任主事




